
11月 3日・文化の日
23日・勤労感謝の日

（霜月） November

税務調査にも一定の制限があり、税法では、日没後から日の出前
までは調査をすることができないと定めています。このため、季節
によって調査に取りかかる時刻も違ってくることになります。ただ
し、日没前に調査に取りかかった場合は、日没後まで継続すること
ができる規定になっています。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／10月分源泉所得税の納付
11月10日

国　税／所得税予定納税額の減額承
認申請 11月16日

国　税／所得税予定納税額第2期分
の納付 11月30日

国　税／9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 11月

30日
国　税／12月、 3月、 6月決算法人

の消費税等の中間申告

（年3回の場合）11月30
日

国　税／3月決算法人の中間申告
11月30日

国　税／個人事業者の消費税等の中
間申告 11月30日

地方税／個人事業税第2期分の納付
都道府県の条例で定める日
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11 2009

菊

ワンポイント

1 1月の税務と労務

税務調査は日の出、日没で制限

※税を考える週間 11月11日～11月17日



住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
大
幅
に
拡
充

さ
れ
る
と
と
も
に
、
省
エ
ネ
改
修
や

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
な
ど
に
つ
い
て
、

住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ま
な
い
場
合
で
も

工
事
費
用
の
一
〇
％
を
税
額
控
除
で

き
る
新
た
な
制
度
が
創
設
さ
れ
て
い

ま
す
。住

宅
ロ
ー
ン
控
除

a

制
度
の
拡
充

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
は
、
適

用
期
限
が
五
年
延
長
さ
れ
る
と
と

も
に
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に
供

し
た
場
合
の
控
除
期
間
・
控
除
率
、

借
入
金
等
の
年
末
残
高
の
限
度
額

が
下
表
の
と
お
り
と
さ
れ
、
制
度

が
大
幅
に
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

s

適
用
要
件
の
緩
和

①

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
以

降
は
、
住
宅
を
居
住
の
用
に
供

し
た
日
か
ら
そ
の
年
の
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
転
勤

命
令
等
の
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
転
居
し
、
そ
の
後
再
び

そ
の
住
宅
に
入
居
し
た
場
合
に

も
、
一
定
の
要
件
の
下
で
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

②

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
以

降
の
居
住
か
ら
は
、
自
己
所
有

の
家
屋
を
居
住
の
用
に
供
す
る

前
に
増
改
築
を
行
い
、
そ
の
後

六
か
月
以
内
に
居
住
の
用
に
供

し
た
場
合
に
も
、
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

d

個
人
住
民
税
に
お
け
る
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
制
度
の
創
設

平
成
二
十
一
年
分
以
後
の
所
得

税
に
つ
い
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
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額
を
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
控
除

し
き
れ
な
い
額
を
個
人
住
民
税
か

ら
控
除
す
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

f

特
定
の
増
改
築
等
に
係
る
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
制
度
の
五
年
延
長

平
成
十
九
年
度
改
正
で
創
設
さ

れ
た
「
住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

工
事
に
係
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
」

及
び
平
成
二
十
年
度
改
正
で
創
設

さ
れ
た
「
省
エ
ネ
改
修
工
事
に
係

る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
」
は
、
適
用

期
限
が
五
年
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
期
優
良
住
宅
（
二
〇
〇
年
住

宅
）
の
新
築
等
を
し
た
場
合
の

所
得
税
額
の
特
別
控
除
制
度
の

創
設

そ
の
年
分
の
合
計
所
得
金
額
が
三
、

〇
〇
〇
万
円
以
下
の
居
住
者
が
、「
長

期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た

長
期
優
良
住
宅
の
新
築
等
を
行
い
、

そ
の
新
築
等
の
日
か
ら
六
カ
月
以
内

に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、

一
定
の
要
件
の
下
で
標
準
的
な
性
能

強
化
費
用
相
当
額
（
一
、
〇
〇
〇
万

円
を
限
度
）
の
一
〇
％
相
当
額
を
、

そ
の
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
控
除
す

る
制
度
が
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
と
の

選
択
適
用
と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

住
宅
ロ
ー
ン
を
組
ま
な
く
て
も
税

額
控
除
が
で
き
る
画
期
的
な
も
の
で
、

平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
か
ら
平
成

二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
限

っ
て
適
用
さ
れ
、
仮
に
、
そ
の
年
分

の
所
得
税
額
か
ら
控
除
し
て
も
な
お

控
除
し
き
れ
な
い
金
額
が
あ
る
場
合

に
は
、
翌
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
控

除
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
内
容
は
、
国
土
交
通
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
細
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の
改
修

工
事
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額

の
特
別
控
除
制
度
の
創
設

a

省
エ
ネ
改
修
促
進
税
制

そ
の
年
分
の
合
計
所
得
金
額
が

三
、
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
居
住
者

が
、
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る

家
屋
に
つ
い
て
一
定
の
省
エ
ネ
改

修
工
事
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ

の
工
事
費
用
の
額
と
、
工
事
に
係

る
標
準
的
な
工
事
費
用
相
当
額
の

い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
（
二
〇
〇

万
円
（
併
せ
て
太
陽
光
発
電
装
置

を
設
置
す
る
場
合
は
三
〇
〇
万
円
）

を
限
度
）
の
一
〇
％
相
当
額
が
、

そ
の
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
控
除

さ
れ
ま
す
。

s

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
促
進
税
制

そ
の
年
分
の
合
計
所
得
金
額
が

三
、
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
一
定
の

居
住
者
が
、
自
己
の
居
住
の
用
に

供
す
る
家
屋
に
つ
い
て
一
定
の
バ

リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
工
事
費
用
の
額

と
、
工
事
に
係
る
標
準
的
な
工
事

費
用
相
当
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い

金
額
（
二
〇
〇
万
円
を
限
度
）
の

一
〇
％
相
当
額
が
、
そ
の
年
分
の

所
得
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

一
定
の
居
住
者
、
一
定
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
工
事
と
も
、「
住
宅
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
に
係
る
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
」
に
お
け
る
要
件
と
同
様

で
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

※
「
一
定
の
居
住
者
」
と
は
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

①
　
五
〇
歳
以
上
の
者

②
　
介
護
保
険
法
の
要
介
護
ま
た
は

要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

③
　
障
害
者

④
　
親
族
の
う
ち
前
記
②
若
し
く
は

③
に
該
当
す
る
者
ま
た
は
六
五
歳

以
上
の
者
の
い
ず
れ
か
と
同
居
し

て
い
る
者

※
「
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

工
事
」
と
は
、
以
下
に
該
当
す

る
工
事
で
、
そ
の
工
事
費
用
の

額
（
補
助
金
等
を
も
っ
て
充
て

る
部
分
を
除
く
）
が
三
〇
万
円

を
超
え
る
こ
と
等
一
定
の
要
件

を
満
た
す
も
の
を
い
い
ま
す
。

①
廊
下
の
拡
幅
、
②
階
段
の
勾
配

の
緩
和
、
③
浴
室
改
良
、
④
便
所
改

良
、
⑤
手
す
り
の
設
置
、
⑥
屋
内
の

段
差
の
解
消
、
⑦
引
き
戸
へ
の
取
替

え
、
⑧
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

ま
た
、「
標
準
的
な
工
事
費
用
相
当

額
」
と
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
の
種
類
ご
と
に
標
準
的
な
工
事
費

用
の
額
と
し
て
定
め
ら
れ
た
金
額
に
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た

床
面
積
等
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

a
、
s
と
も
平
成
二
十
一
年
四
月

一
日
か
ら
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に
供
し
た

場
合
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
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少額繰延資産の判定

当社の所属する同業者団体に対
して、会館建設負担金30万円（繰

延資産に該当）を当期と翌期の２年間に
わたり２回の分割払いで15万円ずつ支払
うことになりました。この場合、少額繰
延資産20万円未満の判定は支払いごとに
判定すればよろしいのでしょうか。

支出金額が20万円未満の少額繰
延資産については、支出時の損金

の額に算入することができますが、この
金額判定は、一の設置計画につき支出す
る金額（分割払いの場合は支出時の見積
支出金額の合計額）により判定します。
よって、本問の場合には、合計金額が30
万円ですので少額繰延資産に該当せず、
15万円をそれぞれ償却することとなりま
す。また、期間がおおむね３年以内の分
割払いの場合、その総額を未払金に計上
して償却することも認められています。

11月号 4

損
害
賠
償
金
の
帰
属
時
期

当
社
は
欠
陥
商
品
の
納
品

を
受
け
、
そ
れ
を
販
売
し
た

た
め
、
そ
の
商
品
の
回
収
代
金
等
の

損
失
を
被
り
ま
し
た
。
そ
の
納
入
業

者
と
和
解
が
成
立
し
損
害
賠
償
金
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ

の
収
益
は
い
つ
計
上
す
れ
ば
い
い
の

で
し
ょ
う
か
。

原
則
は
、
そ
の
支
払
を
受

け
る
こ
と
が
確
定
し
た
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
益
金
に
算
入
し

ま
す
。
た
だ
し
、
実
際
に
支
払
を
受

け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
益
金

に
算
入
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
ま

す
。ち

な
み
に
支
払
側
は
損
害
賠
償
金

の
額
が
確
定
し
た
日
の
属
す
る
事
業

年
度
の
損
金
と
し
て
計
上
し
ま
す
。

た
だ
し
、
損
害
賠
償
金
と
し
て
申
し

出
た
金
額
を
そ
の
申
し
出
た
日
の
属

す
る
事
業
年
度
の
未
払
金
と
し
て
計

上
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
ま
す
。

答
Q

A

問

低額譲渡の取扱い

私は同族会社の社長です。個
人で所有していた土地を私の会
社に800万円で売却しました。こ

の土地の売却時点における時価は2,000万
円です。この場合において私個人の譲渡所
得の金額の計算上、収入金額として計上す
る金額は800万円でよろしいのでしょう
か。

ご質問の場合、時価の2,000万
円が譲渡所得の計算上の収入金
額とみなされます。

所得税法では、個人が法人に対して、時
価の２分の１未満の価額で資産を譲渡（低
額譲渡）した場合には、時価により資産の
譲渡があったものとみなして譲渡所得の金
額を計算すると定められているからです。
低額譲渡のほか、法人に対する贈与や遺

贈の場合も同様に時価により資産を譲渡し

たものとみなされます。
資産を取得した法人は、2,000万円と

800万円の差額について経済的利益の供与
を受けたものとみなされ法人税が課税され
ます。その法人の土地の取得価額は2,000
万円となります。
なお、個人が個人に対して低額譲渡をし

た場合については、時価で譲渡したものと
するという取扱いはありません。ただし、
譲渡損が生じた場合には、その譲渡損はな
かったものとみなされます。
また、低額譲渡のように著しく低い価額

で譲渡した場合には、資産を譲渡した者か
らこの同族会社の他の同族株主に対して、
その価値増加部分に相当する金額の贈与が
あったとされてしまう可能性もありますの
で、譲渡対価の額の決定については注意が
必要です。




